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  クリーニング師免許証の交付を受けた者で、免許証の記載事項（本籍地、氏名等）に変更のあったものであること。 
 
  なお、申請書類は住所地を管轄する保健福祉事務所を経由して提出されたものであること。住所地が県外である場合は、生活衛生課に直接提出されたもの

であること。 
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 標準経由期間      ７日 
 


